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陳情第122号（３．11．22） 

福祉予算及び障害者総合支援法に関する陳情 

陳 情 の 要 旨 １．現在の処遇改善加算の対象は直接処遇職員に限定されており、調

理師や事務職員などが対象となっていないが、現実にはそうした職員

らも利用者支援を行っているため、処遇改善加算の対象となっていな

い職員の処遇改善のために、市独自で財政支援策を講じること。 

２．現在のグループホームの報酬単価では、運営が大変厳しく職員不

足も深刻であるため、夜間支援を行う職員確保のために、市独自での

財政支援を拡充すること。 

３．障害者が地域で暮らしていく場が不足しているため、グループホ

ーム等を建設する際の助成金を継続並びに増額すること。 

陳 情 者 の 住 所 

及 び 氏 名 

神戸市中央区 

全国福祉保育労働組合兵庫地方本部神戸支部 

   上 岡 美 奈 

送 付 委 員 会  福祉環境委員会 
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